
JP 6196868 B2 2017.9.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  燃焼器用の燃料ノズル（２００）であって、
　前記燃焼器の内筒に直接結合される前板（２１４）であって、前記内筒が、前記燃焼器
の燃焼域を少なくとも部分的に規定し、前記燃焼器の中心線の周りに延在する、前記前板
（２１４）と、
　背板（２１２）であって、該背板（２１２）が、前記燃焼器のフロースリーブに直接結
合されるように前記前板（２１４）と離れて位置づけられ、前記フロースリーブが、前記
内筒の周りに配置されて両者間に第１の空気プレナム（７４）が形成される、前記背板（
２１２）と、
　前記背板（２１２）と前記前板（２１４）との間に形成される混合域（２２８）と、
　を含むノズル本体（２１０）を備え、
　前記背板は自身内に形成される少なくとも１つの入口（２１６）を含み、
　前記前板は自身内に形成される少なくとも１つの排出部（２１８）を含み、
  前記燃料ノズル（２００）は、
  前記背板と前記前板との間に配置されると共に、前記混合域の周りにおいて周方向に離
間する複数の旋回翼（２５０）であって、各々が空気を斜め方向に前記混合域内へと導く
ように配向される複数の旋回翼（２５０）と、
  前記ノズル本体と前記複数の旋回翼との少なくとも１つに形成される少なくとも１つの
出口（２３４、２５２）であって、燃料を前記混合域内へと噴射するように構成される少
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なくとも１つの出口（２３４、２５２）とを含み、
  前記燃料ノズル（２００）は、前記内筒を通り、少なくとも前記フロースリーブから半
径方向に延在するように構成される、燃料ノズル（２００）。
【請求項２】
  前記少なくとも１つの入口が、気体燃料入口（２２２）と液体燃料入口（２２０）とを
含み、前記気体燃料入口が、前記少なくとも１つの出口と連通して結合され、前記少なく
とも１つの出口が、前記複数の旋回翼の少なくとも１つに形成される、請求項１に記載の
ノズル。
【請求項３】
  前記複数の旋回翼の少なくとも１つが自身内に形成される気体燃料通路（２６０）を含
み、前記気体燃料通路が、燃料を前記少なくとも１つの入口から前記少なくとも１つの出
口へと送り、前記少なくとも１つの出口が、前記複数の旋回翼の少なくとも１つの半径方
向外側端部（２６４）内に形成される、請求項１に記載のノズル。
【請求項４】
  前記ノズル本体は、更に、前記背板から延在する中心体（２３０）を含み、前記中心体
は、前記少なくとも１つの出口と連通して結合される、自身内に形成される流体通路（２
３２）を含み、前記流体通路は、前記中心体が第１の動作モードにある場合に、自身を介
して液体燃料を送るように構成され、前記流体通路は、前記中心体が第２の動作モードに
ある場合に、自身を介して空気を送るように構成される、請求項１に記載のノズル。
【請求項５】
  前記複数の旋回翼の各々が、前記ノズル本体の半径方向中心線に対して約１５°～約６
０°の角度をなして斜めに配向される中心線（２９４）を含む、請求項１に記載のノズル
。
【請求項６】
  前記複数の旋回翼の各々が涙滴形の横断面を有する、請求項１に記載のノズル。
【請求項７】
  前記複数の旋回翼が、複数の空気流通路（２７０）が隣接する旋回翼間に形成されるよ
うに、前記ノズル本体の中心線軸（２９０）の周りにおいて離間し、前記複数の空気流通
路の各々が、前記ノズル本体の半径方向中心線に対して約１５°～約６０°の角度をなし
て斜めに配向される、請求項１に記載のノズル。
【請求項８】
　内筒とフロースリーブとを有する燃焼器（１２４）であって、前記内筒が、前記燃焼器
の燃焼域を少なくとも部分的に規定し、前記燃焼器の中心線の周りに延在し、、前記フロ
ースリーブが、前記内筒の周りに配置されて両者間に第１の空気プレナム（７４）が形成
される前記燃焼器（１２４）と、
  前記燃焼器に結合される燃料ノズル（２００）であって、前記内筒を通り、少なくとも
前記フロースリーブから半径方向に延在するように構成される、前記燃料ノズル（２００
）とを含み、
    背板（２１２）と前板（２１４）とこれらの間に形成される混合域（２２８）とを含
むノズル本体（２１０）であって、前記背板は自身内に形成される少なくとも１つの入口
（２１６）を含み、前記前板は自身内に形成される少なくとも１つの排出部（２１８）を
含むノズル本体（２１０）と、
    前記背板と前記前板との間に配置されると共に、前記混合域の周りにおいて周方向に
離間する複数の旋回翼（２５０）であって、各々が空気を斜め方向に前記混合域内へと導
くように配向される複数の旋回翼（２５０）と、
    前記ノズル本体と前記複数の旋回翼との少なくとも１つに形成される少なくとも１つ
の出口（２３４、２５２）であって、燃料を前記混合域内へと噴射するように構成される
少なくとも１つの出口（２３４、２５２）とを備える燃料ノズル（２００）と、
  を含み、
　前記背板（２１２）が、前記燃焼器のフロースリーブに直接結合され、
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　前記前板（２１４）が前記燃焼器の内筒に直接結合され、
　前記燃料ノズルから出た燃料空気混合物が、前記燃焼域に向けて、前記中心線に対して
半径方向に向けられる、ガスタービンアセンブリ（１００）。
【請求項９】
  前記燃焼器が、更に、前記フロースリーブの周りに配置されて両者間に第２の空気プレ
ナム（９４）が形成されるようになっているシート（８４）を含み、前記背板が前記シー
トに結合され、前記前板が前記フロースリーブに結合されることで、前記第２の空気プレ
ナムが空気を前記燃料ノズル内へと導くように構成される、請求項８に記載のアセンブリ
。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の分野は、一般にタービンエンジンに関し、特にタービンエンジンに用いる燃料
ノズルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガスタービン等の回転機械が、しばしば発電機用に電力を生成するために用いられる。
例えば、ガスタービンは、一般に、連続的な流れの関係において、吸気口とコンプレッサ
と燃焼器とタービンとガス出口とを含むガス流路を有する。コンプレッサ部及びタービン
部は、ハウジング内において結合される、少なくとも１つの列の、周方向に離間する回転
バケット又は動翼を含む。少なくとも幾つかの周知のタービンエンジンはコージェネレー
ション設備及び発電所で使用される。このようなエンジンは、高比仕事及び出力毎単位質
量流量要件を有することがある。作業効率を高めるために、少なくとも幾つかの周知のガ
スタービンエンジンは、より高い燃焼温度で動作可能である。エンジン効率は、一般に、
燃焼ガス温度が高くなると増加する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第４９８４９６５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、周知のタービンエンジンをより高い温度で動作させると、窒素酸化物（ＮＯx

）等の汚染排出物質の生成も増加しかねない。このような排出物質は一般に望ましくなく
、環境に対して有害である場合がある。ＮＯx排出物質の低減を促進するために、少なく
とも幾つかの周知のガスタービン発電所は、選択触媒還元（ＳＣＲ）システムを用いてい
る。周知のＳＣＲシステムは、触媒を利用してＮＯxを窒素分子と水とに変換する。しか
し、ＳＣＲシステムは、タービンの運転に付随する全体的なコストを増加させる。
【０００５】
　少なくとも幾つかの周知の燃料噴射器アセンブリは、予混合技術を用いることによりＮ
Ｏx排出物質を減少させようとするものである。このようなアセンブリでは、燃料の一部
分と空気が燃焼器の上流において混合され、希薄混合物が生成される。燃料と空気を予混
合することにより、燃焼ガスの温度制御が容易になって、ＮＯx排出物質が形成される閾
値を超えて温度が上昇することがなくなる。幾つかの周知の燃料噴射器アセンブリは、燃
焼器シリンダの周壁を貫通して延在する補助バーナを含み、こうしたアセンブリは、燃焼
器シリンダに対して半径方向内方に空気を偏向させる通路を含む。しかし、周知の補助バ
ーナでは、燃料空気混合物を適切に混合することができず、一般に液体燃料噴射機能を有
さない。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　一態様において、燃料ノズルの組み立て方法を提供する。この方法は、背板と前板とこ
れらの間に形成される混合域とを含むノズル本体を準備するステップを含む。背板は自身
内に形成される少なくとも１つの入口を含み、前板は自身内に形成される少なくとも１つ
の排出部を含む。この方法は、更にまた、前板と背板との間且つ周方向に混合域の周りに
複数の旋回翼を配置して、これらの複数の旋回翼が空気を斜め方向に混合域内へと導くよ
うにするステップを含む。少なくとも１つの出口がノズル本体と複数の旋回翼との少なく
とも１つに形成され、この少なくとも１つの出口は燃料を混合域内へと噴射するように構
成される。
【０００７】
　別の態様において、燃料ノズルを提供する。この燃料ノズルは、ノズル本体と複数の旋
回翼と少なくとも１つの出口とを含む。ノズル本体は、背板と前板とこれらの間に形成さ
れる混合域とを含む。背板は自身内に形成される少なくとも１つの入口を含み、前板は自
身内に形成される少なくとも１つの排出部を含む。複数の旋回翼は、背板と前板との間に
配置されると共に、混合域の周りにおいて周方向に離間する。複数の旋回翼の各々は、空
気を斜め方向に混合域内へと導く。少なくとも１つの出口は、ノズル本体と複数の旋回翼
との少なくとも１つに形成され、この少なくとも１つの出口は燃料を混合域内へと噴射す
るように構成される。
【０００８】
　また別の態様において、ガスタービンアセンブリを提供する。このガスタービンアセン
ブリは、燃焼器と燃焼器に結合される燃料ノズルとを含む。燃料ノズルは、ノズル本体と
複数の旋回翼と少なくとも１つの出口とを含む。ノズル本体は、背板と前板とこれらの間
に形成される混合域とを含む。背板は自身内に形成される少なくとも１つの入口を含み、
前板は自身内に形成される少なくとも１つの排出部を含む。複数の旋回翼は、背板と前板
との間に配置されると共に、混合域の周りにおいて周方向に離間する。複数の旋回翼の各
々は、空気を斜め方向に混合域内へと導く。少なくとも１つの出口は、ノズル本体と複数
の旋回翼との少なくとも１つに形成され、この少なくとも１つの出口は燃料を混合域内へ
と噴射するように構成される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】例示的なタービンエンジンの略図である。
【図２】図１に示すタービンエンジンに用いる例示的な燃焼器アセンブリの断面図である
。
【図３】図２に示す燃焼器アセンブリに用いる例示的な燃料ノズルの斜視図である。
【図４】図３に示す燃料ノズルの横断面図である。
【図５】図２に示す燃焼器アセンブリに用いる例示的な燃料ノズルの斜視図である。
【図６】図５に示す燃料ノズルの横断面図である。
【図７】図５に示す燃料ノズルの線７－７における斜視図である。
【図８】図７に示す燃料ノズルの上面図である。
【図９】図２に示す燃焼器アセンブリに用いる例示的な燃料ノズルの横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の実施形態はタービンアセンブリに関し、特にガスタービンエンジンのＮＯx排
出物質の生成を減少させる燃料ノズルに関する。更に具体的には、本発明の実施形態は、
燃料と空気とを燃焼器アセンブリ内での使用に先立って混合可能な半径流二元燃料遅延希
薄噴射予混合燃料ノズルに関する。例えば、本明細書において説明する燃料ノズルは、燃
焼器アセンブリで用いられる実質的に均一な燃料空気混合物を創出する複数の旋回翼を含
む。
【００１１】
　この実施例において、旋回翼は、燃料ノズルの混合域の周りに配置されると共に、空気
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を斜め方向に混合域内へと導く。特に、空気流通路が隣接する旋回翼間に形成され、各旋
回翼は燃料ノズルの半径方向中心線から離れる方向に角度をなして、空気流通路を通って
送られる空気が燃料ノズルの中心線軸の周りにおいて旋回するようになっている。燃料は
、空気が旋回しているときに混合域内に噴射されて、実質的に均一な燃料空気混合物が創
出される。更に、この燃料ノズルは、液体燃料及び／又は気体燃料の両方を燃焼用に用い
ることができる。したがって、本明細書において説明する燃料ノズルは、燃焼によって生
じ得るＮＯx排出物質の低減を促進する多種燃料型予混合器である。
【００１２】
　図１は、例示的なタービンエンジン１００の略図である。特に、この実施例において、
タービンエンジン１００は、空気吸気部１１２と吸気部１１２の下流のコンプレッサ部１
１４とコンプレッサ部１１４の下流の燃焼部１１６と燃焼部１１６の下流のタービン部１
１８と排気部１２０とを含むガスタービンエンジンである。タービン部１１８は、ロータ
軸１２２によりコンプレッサ部１１４に結合される。この実施例において、燃焼部１１６
は、複数の燃焼器１２４を含む。燃焼部１１６は、各燃焼器１２４がコンプレッサ部１１
４と連通するようにコンプレッサ部１１４に結合される。燃料ノズルアセンブリ１２６は
、各燃焼器内において結合される。タービン部１１８は、コンプレッサ部１１４と、発電
機及び／又は機械駆動機構等であるがこれらに限定されない負荷１２８とにロータ軸１２
２を介して結合される。この実施例において、コンプレッサ部１１４とタービン部１１８
との各々は、ロータ軸１２２に結合されてロータアセンブリ１３２を形成する少なくとも
１つのロータディスクアセンブリ１３０を含む。
【００１３】
　運転時において、吸気部１１２は空気をコンプレッサ部１１４の方へと送り、そこで空
気がより高圧且つ高温に圧縮された後、燃焼部１１６の方へと排出される。圧縮空気は、
各燃料ノズルアセンブリ１２６により供給される燃料及びその他の流体と混合された後に
点火され、タービン部１１８の方へと送られる燃焼ガスを発生させる。特に、各燃料ノズ
ルアセンブリ１２６は、天然ガス及び／又は燃料油等の燃料、空気、希釈剤、及び／又は
窒素ガス（Ｎ2）等の不活性ガスをそれぞれの燃焼器１２４内及び空気流中に噴射する。
燃料混合物は点火され、タービン部１１８の方へと送られる高温の燃焼ガスを発生させる
。タービン部１１８は、燃焼ガスがタービン部１１８及びロータアセンブリ１３２に回転
エネルギーを付与する際に、ガス流のエネルギーを機械的な回転エネルギーに変換する。
【００１４】
　図２は、タービンエンジン１００に用いる燃焼器１２４の断面図である。この実施例に
おいて、燃焼器１２４は環状筒形燃焼器であるが、これに限定されない。更に、この実施
例において、タービンエンジン１００は、二重壁トランジションダクト２６を含む。特に
、この実施例において、トランジションダクト２６は、各燃焼器１２４の出口端部２８と
タービン部１１８の入口端部３０との間に延在して、燃焼ガス３２をタービン部１１８内
へと送る。更に、この実施例においては、各燃焼器１２４は実質的に筒形の燃焼器ケーシ
ング３４を含む。この実施例では、燃焼器ケーシング３４の前端部４０はエンドカバーア
センブリ４２に結合される。エンドカバーアセンブリ４２は、例えば気体燃料、液体燃料
、空気及び／又は水を燃焼器に送る供給管、マニホルド、弁、及び／又はタービンエンジ
ン１００を本明細書に記載のように機能させることができるその他の何らかの構成要素を
含む。
【００１５】
　この実施例において、実質的に筒形のフロースリーブ４６は、燃焼器ケーシング３４内
で、フロースリーブ４６がケーシング３４と実質的に同心的に整合するように結合される
。フロースリーブ４６は、トランジションダクト２６の後端部４８においてトランジショ
ンダクト２６の外壁５０に結合されると共に、燃焼器ケーシング３４の前端部５２におい
て結合される。更に、実施例では、フロースリーブ４６は、自身内において結合される燃
焼器内筒６２を含む。燃焼器内筒６２は、後端部６４がトランジションダクト２６の内壁
６６に結合されるように、且つ前端部６８が燃焼器内筒キャップアセンブリ７０に結合さ
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れるように、フロースリーブ４６内において実質的に同心的に整合する。燃焼器内筒キャ
ップアセンブリ７０は、複数の支柱７２と付随する取付部アセンブリ（図示せず）とによ
り、燃焼器ケーシング３４内に固定される。この実施例では、第１の空気プレナム７４は
、内筒６２とフロースリーブ４６との間且つトランジションダクトの内側及び外側の壁部
６６及び５０間に形成される。更に、一実施形態において、燃焼器１２４は、フロースリ
ーブ４６の周りにおいて実質的に同心的に整合するシート８４（図２には図示せず）を含
んでおり、第２の空気プレナム９４（図２には図示せず）がシート８４とフロースリーブ
４６との間に形成されるようになっている。トランジションダクト外壁５０は、自身内に
形成される複数の孔部７６を含み、これらの孔部は、コンプレッサ部１１４（図１には図
示せず）からの圧縮空気２０が第１の空気プレナム７４に流入することを可能にする。こ
の実施例において、空気２２は、コンプレッサ部１１４からのコア流（図示せず）の方向
と反対の方向にエンドカバーアセンブリ４２の方へと流れる。更に、この実施例では、燃
焼器１２４は複数の点火プラグ７８及び複数の火炎伝播管８０も含む。点火プラグ７８及
び火炎伝播管８０は、燃焼域８２内において燃焼器内筒キャップアセンブリ７０より下流
に形成される内筒６２内のポート（図示せず）を貫通して延在する。点火プラグ７８及び
火炎伝播管８０は、各燃焼器１２４内の燃料と空気とに点火して燃焼ガス３２を創出する
。
【００１６】
　図３は、燃焼器１２４（図２に示す）に用いる例示的な燃料ノズル２００の斜視図であ
り、図４は燃料ノズル２００の横断面図である。この実施例において、燃料ノズル２００
は、燃料空気混合物２０２を燃焼域８２内に噴射する。特に、この実施例では、燃料ノズ
ル２００は燃料空気混合物２０２を燃焼器中心線８６（図２に示す）に対して実質的に半
径方向に燃焼域８２内へと噴射する。何らかの適切な個数の燃料ノズル２００が、燃焼器
１２４が本明細書に説明するように機能することを可能にする燃焼器内筒６２の周りにお
いて周方向に離間配置されてよい。更に、別の実施形態において、燃焼ノズル２００は、
燃焼器１２４が本明細書に説明するように機能するように、中心線８６に対して何らかの
適切な軸方向位置に配置されてよい。例えば、燃料ノズル２００は、トランジションダク
トの内側及び外側の壁部６６及び５０（図２に示す）間に結合されてよい。
【００１７】
　上述したように、第１の空気プレナム７４は、フロースリーブ４６と燃焼器内筒６２と
の間にあり、コンプレッサ部１１４（図１に示す）から圧縮空気２０（図２に示す）を受
けるように構成される。よって、この実施例では、第１の空気プレナム７４は、空気２２
の少なくとも一部分を燃料ノズル２００内へと導く。更に、空気プレナム７４は、燃料ノ
ズル２００で使用されない残りの部分の空気２２を燃料ノズル２００より下流で使用する
ために送る。例えば、空気２２は、内筒６２の冷却に用いられること及び／又は燃焼器１
２４内においてその他の予混合器（図示せず）に用いられてよい。
【００１８】
　燃料ノズル２００の構造を以下により詳細に説明するが、以下の説明は燃料ノズル３０
０（図３及び４には図示せず）にも適用可能であることを理解されたい。この実施例にお
いて、燃料ノズル２００は、実質的に筒形であると共に背板２１２と前板２１４とこれら
の間に形成される混合域とを含むノズル本体２１０を含む。燃料ノズル２００がフロース
リーブ４６を介して挿入されると、背板２１２はフロースリーブ４６に結合され、前板２
１４は内筒６２に結合される。複数の旋回翼が背板２１２と前板２１４との間においてノ
ズル本体２１０の半径方向外側部分２２６に配置される。更に、実施例では、旋回翼２５
０が、混合域２２８の周り及びノズル本体２１０の中心軸２９０の周りにおいて周方向に
離間する。
【００１９】
　この実施例において、少なくとも１つの入口２１６が背板２１２内に形成され、少なく
とも１つの排出部２１８が前板２１４内に形成される。この実施例では、少なくとも１つ
の入口２１６が、背板２１２内に各々形成される第１の入口２２０と第２の入口２２２と
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を含む。この実施例において、第１の入口２２０はノズル本体２１０の半径方向中心部分
２２４内に形成され、第２の入口２２２はノズル本体２１０の半径方向外側部分２２６内
に形成される。ノズル本体２１０は、この実施例では実質的に筒形であるが、ノズル本体
２１０は、ノズル２００が本明細書に説明するように機能することを可能にするいかなる
その他の形状を有してもよい。
【００２０】
　この実施例において、ノズル本体２１０は、背板２１２から中心軸２９０に沿って延在
する中心体２３０を含む。中心体２３０は背板２１２から延在すると共に、中心体２３０
の少なくとも一部分が燃料ノズル２００の混合域２２８内まで延在することを可能にする
何らかの適切な長さを有する。この実施例において、中心体２３０は実質的に筒形の形状
を有する。別の実施形態において、中心体２３０は、先細状の断面形状等であるがこれに
制限されないいかなる適切な断面形状を有してもよい。中心体２３０は、流体通路２３２
により第１の入口２２０と連通して結合される、自身内に形成される少なくとも１つの出
口２３４を有する。
【００２１】
　中心体２３０は、第１の動作モードにある場合には自身を介して液体燃料を送り、中心
体２３０が第２の動作モードにある場合には自身を介して空気を送る。中心体２３０が第
１の動作モードにある場合は、出口２３４が液体燃料を予混合のために混合域２２８内へ
と排出する。更に、この実施例において、出口２３４は、燃焼に先立って液体燃料のエア
ブラスト処理、霧化又は予蒸発を行って燃料液滴２３６にし易くする。中心体２３０が第
２の動作モードにある場合は、この中心体を介して空気が送られることで、燃料空気混合
物２０２が燃料ノズル２００内へと戻る方向に再循環しにくくなり、燃焼器１２４を通っ
て送られる主流２８０の流れ構造を改善することができる。
【００２２】
　上述したように、中心体２３０が第１の動作モードにある場合は、出口２３４は液体燃
料を混合域２２８内へと排出する。したがって、中心体２３０が第１の動作モードにある
場合は、複数の出口２３４が中心体先端部２３８に形成されると共に、中心線軸２９０の
周りにおいて離間配置される。したがって、複数の出口２３４によって、液体燃料を実質
的に半径方向に混合域２２８内へと噴射し易くなる。中心体２３０が第２の動作モードに
ある場合は、出口２３４は中心体先端部２３８内にあって、空気が中心線軸２９０に対し
て実質的に同軸的に燃焼域８２内へと放出されるようになっている。本明細書において用
いる場合、「軸」、「軸方向」、又は「同軸的」という用語は、中心線軸２９０又は燃焼
器中心線８６に沿う方向又は中心線軸２９０又は燃焼器中心線８６に対して実質的に平行
な方向を指す。更に、本明細書において用いる場合、「半径」又は「半径方向」という用
語は、中心線軸２９０又は燃焼器中心線８６に対して実質的に垂直な方向を指す。
【００２３】
　この実施例において、各旋回翼２５０は、自身内に形成される燃料出口を含む。例えば
、旋回軸２５０は、自身内に形成される第１の気体燃料出口２５２と第２の気体燃料出口
２５４と第３の気体燃料出口２５６とを含む。気体燃料出口２５２、２５４及び２５６は
、燃料を予混合のために混合域２２８内へと噴射するように構成される。この実施例は３
つの気体燃料出口を含むが、燃料ノズル２００は、燃料ノズル２００が本明細書に記載の
ように機能するようないかなる適切な個数の気体燃料出口を含んでもよい。
【００２４】
　この実施例において、第２の入口２２２は、気体燃料通路２５８を介して気体燃料出口
２５２、２５４及び２５６と連通して結合される。特に、気体燃料通路２５８は、背板２
１２内に形成されると共に中心線軸２９０に対して背板２１２を周方向に貫通して延在す
る。よって、気体燃料通路２５８は、各旋回翼２５０の各燃料出口２５２、２５４及び２
５６と連通して結合される。
【００２５】
　図５は、燃焼器１２４（図２に示す）に用いる燃料ノズル３００の斜視図であり、図６
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は、燃料ノズル３００の横断面図である。この実施例において、燃料ノズル３００は燃料
空気混合物２０２を燃焼域８２内に噴射する。特に、この実施例では、燃料ノズル３００
が燃料空気混合物２０２を燃焼器中心線８６（図２に示す）に対して実質的に半径方向に
燃焼域８２内へと噴射する。
【００２６】
　この実施例において、燃料ノズル３００は、背板２１２と前板２１４と前板２１４から
延在するノズル部分２４２とを含む。したがって、燃料ノズル３００がシート８４を貫通
して挿入されると、背板２１２がシート８４に結合され、前板２１４がフロースリーブ４
６に結合され、ノズル部分２４２が内筒６２に結合される。
【００２７】
　上述したように、第１の空気プレナム７４がフロースリーブ４６と燃焼器内筒６２との
間に形成され、第２の空気プレナム９４がフロースリーブ４６とシート８４との間に形成
される。よって、この実施例では、第２の空気プレナム９４が空気９２を燃料ノズル３０
０内に導くように構成され、第１の空気プレナム７４が空気２２を燃料ノズル３００の下
流で使用するために自身を介して送るように構成される。例えば、空気２２を用いて、燃
焼によってもたらされる高温生成物から内筒６２を冷却すること、及び／又は空気２２を
燃焼器１２４内においてその他の予混合器（図示せず）に用いることができる。
【００２８】
　図７は、線７－７における燃料ノズル３００の斜視横断面図であり、図８は、図７に示
す燃料ノズル３００の上面図である。この実施例において、各旋回翼２５０は、混合域２
２８の周り及び中心線軸２９０の周りにおいて周方向に離間して、空気２２又は９２（図
３～６に示す）がノズル本体２１０の半径方向中心線２９２に対して斜め方向に混合域２
２８内へと導かれるようになっている。特に、実施例において、各旋回翼２５０は、半径
方向中心線２９２に対して約１５°～約６０°の角度θ1をなして斜めに配向される中心
線２９４を有する。旋回翼２５０が中心線軸２９０の周りにおいて離間配置されると、空
気流通路２７０が隣接する旋回翼２５０間に形成される。したがって、各空気流通路は、
半径方向中心線２９２に対して約１５°～約６０°の角度θ2をなして斜めに配向される
中心線２９６を有する。
【００２９】
　したがって、旋回翼２５０は、混合域２２８内における空気と燃料との旋回を促進させ
るように構成される。特に、各旋回翼２５０が半径方向中心線２９２から離れる方向に角
度をなすと、空気流通路２７０を介して送られる空気は、混合域２２８内において中心線
軸２９０の周りで旋回するように促される。よって、旋回翼２５０の配向が混合域２２８
内における実質的に均一な燃料空気混合物２０２の形成を促進させ、この燃料空気混合物
が、排出部２１８を介して導かれ、燃焼域８２で用いられる。
【００３０】
　この実施例において、旋回翼２５０は、涙滴形の横断面形状を有する。しかし、旋回翼
２５０は、空気２２又は９２を半径方向中心線２９２に対して斜め方向に混合域２２８内
に導くことができるいかなるその他の形状を有してもよい。この実施例では、旋回翼２５
０は、半径方向内側の第１の端部２６２と半径方向外側の第２の端部２６４とを含み、気
体燃料出口２５２、２５４及び２５６は、旋回翼の第２の端部２６４内に形成される。よ
って、気体燃料出口２５２、２５４及び２５６から排出される気体燃料は、空気２２又は
９２により混合域２２８内へと導かれると共に、空気流通路２７０を通って送られる。更
に、この実施例では、各旋回翼２５０は、気体燃料通路２６８（図４に示す）を介した気
体燃料出口２５２、２５４及び２５６と第２の出口２２２との間における連通を促進する
旋回翼通路２６０を含む。
【００３１】
　図９は、燃焼器１２４（図２に示す）に用いる燃料ノズル４００の横断面図である。こ
の実施例において、燃料ノズル４００は燃料管３１０、３２０、３３０、３４０及び３５
０と燃料通路３１２、３２２、３３２、３４２及び２５８と燃料出口３１４、３２４、３
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３４、３４４及び３５４とを含む。燃料出口３１４、３２４、３３４、３４４及び３５４
は、燃料ノズル４００内において、実質的に均一な燃料空気混合物２０２が形成されるよ
うな何らかの適切な位置に形成される。特に、この実施例では、燃料管３１０は、前板２
１４を貫通して実質的に半径方向に延在すると共に、燃料通路３１２と連通して結合され
る。燃料通路３１２は、燃料を予混合のために燃料出口３１４及び／又は気体燃料出口２
５２、２５４及び２５６に供給するように構成される。燃料管３２０は、実質的に軸方向
に背板２１２を貫通して延在すると共に、燃料通路３２２と連通して結合される。燃料通
路３２２は、燃料を予混合のために燃料出口３２４に供給するように構成される。燃料管
３３０は、中心体２３０の流体通路２３２内において実質的に軸方向に延在すると共に、
燃料通路３３２と連通して結合される。燃料通路３３２は、燃料を予混合のために燃料出
口３３４に供給するように構成される。燃料管３４０は、流体通路２３２内において実質
的に軸方向に背板２１２からノズル先端部２３８まで延在すると共に、燃料通路３４２と
連通して結合される。燃料通路３４２は、燃料を直接燃焼域８２内に噴射するために出口
３４４に燃料を供給するように構成される。燃料管３５０は、実質的に半径方向に背板２
１２を貫通して延在すると共に、燃料通路２５８と連通して結合される。燃料通路２５８
は、燃料を予混合のために燃料出口３５４及び／又は気体燃料出口２５２、２５４及び２
５６に供給するように構成される。
【００３２】
　上述した燃料通路２５８と同様に、各燃料通路３１２、３２２、３３２及び３４２は、
燃料ノズル４００を貫通して、中心線軸２９０に対して周方向に延在する。したがって、
いかなる適切な個数の燃料出口３１４、３２４、３３４、３４４及び３５４を燃料通路３
１２、３２２、３３２、３４２及び２５８と連通させて結合して、燃料ノズル４００が本
明細書に記載のように機能するようにしてもよい。更に、一実施形態では、実質的に均一
な燃料空気混合物２０２が形成されるように、燃料出口３１４、３２４、３３４、３４４
及び３５４が、中心線軸２９０の周りにおいて実質的に均等に離間配置される。幾つかの
実施形態では、燃料出口３１４、３２４、３３４、３４４及び３５４が、中心線軸２９０
の周りにおいて実質的に均等に離間配置されるわけではない。
【００３３】
　動作時において、燃料ノズル２００、３００、及び４００は、燃焼用に気体燃料、液体
燃料又はこれらを組み合わせたものを用いることができる。この実施例は、燃料ノズル２
００、３００及び４００が一度に気体燃料のみ又は液体燃料のみを使用する、即ち二元燃
料型の実施形態である。別の実施形態は、燃料ノズル２００、３００及び４００は、動作
時に気体燃料と液体燃料との両方を同時に使用できる、即ち二元燃焼型の実施形態である
。
【００３４】
　よって、一実施形態において、気体燃料は第２の入口２２２（図４に示す）又は燃料管
３５０を通って気体燃料通路２５８に流入する。気体燃料は、気体燃料が各旋回翼通路２
６０を通って導かれるように、実質的に気体燃料通路２５８を満たす。旋回翼通路２６０
は、気体燃料が気体燃料出口２５２、２５４及び２５６を通って排出されるように、気体
燃料出口２５２、２５４及び２５６と連通して結合される。よって、空気流通路２７０（
図８に示す）を通って送られる空気２２又は９２は、混合域２２８に流入する前に、気体
燃料出口２５２、２５４及び２５６から排出される気体燃料と混合される。
【００３５】
　更に、一実施形態において、中心体２３０が第１の動作モードにある場合、液体燃料が
入口２２０（図４に示す）に流入すると共に、流体通路２３２を通って送られる。液体燃
料は、その後、出口２３４（図４に示す）から排出されると共に、混合域２２８内におい
て空気２２又は９２と混合される。予混合期間の後に、空気燃料混合物２０２は、排出部
２１８を通って燃焼域８２に流入する。よって、空気燃料混合物２０２は、主流２８０と
混合されると共に、燃焼域８２内において点火される。
【００３６】
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　本明細書に記載の燃料ノズルは、空気の一部分と燃料とを予混合して燃焼ガス温度を制
御することにより、ＮＯx排出物の低減を促進する。更に、このノズルは、燃料ノズルの
混合域の周りにおいて周方向に離間する複数の旋回翼を含む。各旋回翼は、燃焼器の空気
流通路から燃料ノズルに流入する空気が混合域内において旋回するように、燃料ノズルの
半径方向中心線から離れる方向に角度をなす。よって、燃焼域内への噴射に先立って混合
域において実質的に均一な空気燃料混合物が形成されるので、燃焼ガス温度が、ＮＯx排
出物が形成される閾値を超えることの防止が容易になる。
【００３７】
　上記の説明は、例を用いて、最良の形態を含めた本発明の開示を行なうと共に、当業者
による何らかの装置又はシステムの製作及び使用と何らかの具体化された方法の実施とを
含めた本発明の実施を可能にするものである。本発明の特許可能な範囲は、特許請求の範
囲によって定められると共に、当業者が想到するその他の例を含むことがある。このよう
なその他の例は、それらが特許請求の範囲の文字通りの表現と相違しない構造要素を有す
る場合又は特許請求の範囲の文字通りの表現と実質的な相違がない等価の構造要素を有す
る場合に、特許請求の範囲に含まれることとする。
【符号の説明】
【００３８】
　２０　圧縮空気
　２２　空気
　２６　トランジションダクト
　２８　出口端部
　３０　入口端部
　３２　燃焼ガス
　３４　燃焼器ケーシング
　４０　前端部
　４２　カバーアセンブリ
　４６　フロースリーブ
　４８　後端部
　５０　外壁
　５２　前端部
　６２　内筒
　６４　後端部
　６６　内壁
　６８　前端部
　７０　燃焼器内筒キャップアセンブリ
　７２　支柱
　７４　第１の空気プレナム
　７６　孔部
　７８　点火プラグ
　８０　火炎伝播管
　８２　燃焼域
　８４　シート
　８６　燃焼器中心線
　９２　空気
　９４　第２の空気プレナム
　１００　タービンエンジン
　１１２　吸気部
　１１４　コンプレッサ部
　１１６　燃焼部
　１１８　タービン部
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　１２０　排気部
　１２２　ロータ軸
　１２４　燃焼器
　１２６　燃料ノズルアセンブリ
　１２８　負荷
　１３０　ロータディスクアセンブリ
　１３２　ロータアセンブリ
　２００　燃料ノズル
　２０２　燃料空気混合物
　２１０　ノズル本体
　２１２　背板
　２１４　前板
　２１６　入口
　２１８　排出部
　２２０　第１の入口
　２２２　第２の入口
　２２４　半径方向中心部分
　２２６　半径方向外側部分
　２２８　混合域
　２３０　中心体
　２３２　流体通路
　２３４　出口
　２３６　燃料液滴
　２３８　中心体先端部
　２４２　ノズル部分
　２５０　旋回翼
　２５２　第１の気体燃料出口
　２５４　第２の気体燃料出口
　２５６　第３の気体燃料出口
　２５８　気体燃料通路
　２６０　旋回翼通路
　２６２　半径方向内側の第１の端部
　２６４　半径方向外側の第２の端部
　２７０　空気流通路
　２８０　主流
　２９０　中心線軸
　２９２　半径方向中心線
　２９４　中心線
　２９６　中心線
　３００　燃料ノズル
　３１０　燃料管
　３１２　燃料通路
　３１４　燃料出口
　３２０　燃料管
　３２２　燃料通路
　３２４　燃料出口
　３３０　燃料管
　３３２　燃料通路
　３３４　燃料出口
　３４０　燃料管
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　３４２　燃料通路
　３４４　燃料出口
　３５０　燃料管
　３５４　燃料出口
　４００　燃料ノズル

【図１】

【図２】

【図３】
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